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告

示

山
口
県
告
示
第
二
百
七
十
六
号

主
要
農
作
物
種
子
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
市
町
の
区
域
内
の
ほ
場
を
平
成
二
十
九
年
産
の
水
稲
の
指
定
種
子
生
産
ほ
場
と
し
て
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
は
、
山
口
県
農
林
水
産
部
農
業
振
興
課
及
び
関
係
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
九
年
七
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

市
町
名

面
積
（
ア
ー
ル
）

宇
部
市

三
、
四
九
八

萩

市

三
、
三
一
八

山
口
県
告
示
第
二
百
七
十
七
号

主
要
農
作
物
種
子
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
市
町
の
区
域
内
の
ほ
場
を
平
成
二
十
九
年
産
の
大
豆
の
指
定
種
子
生
産
ほ
場
と
し
て
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
は
、
山
口
県
農
林
水
産
部
農
業
振
興
課
及
び
関
係
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
九
年
七
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

市
町
名

面
積
（
ア
ー
ル
）

宇
部
市

一
二
五

山
口
市

一
、
四
二
二

周
南
市

二
〇
七

山
口
県
告
示
第
二
百
七
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

保
安
林
の
指
定
を
す
る
件
（
平
成
三
年
農
林
水
産
省
告
示
第
七
百
三
十
号
（
一
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
）
、
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件
（
平
成
三
年
農
林
水
産
省
告
示
第
千
百
九
十
七
号
（
一
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
）
、
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件
（
平
成
五
年
農
林
水
産
省
告
示
第
三
十
五
号

（
五
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
）
及
び
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件
（
平
成
五
年
農
林
水
産
省
告
示
第

二
百
二
十
八
号
（
四
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

二

変
更
に
係
る
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

変
更
し
な
い
。

一

山 口 県 報 （定期） 第 2878 号平成29年７月18日 火曜日














目

次
















㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
及
び
樹
種
を
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
萩
市

農
林
水
産
部
農
林
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

萩
市
大
字
明
木
字
釿
切
一
三
六
の
六
、
字
釿
切
東
ケ
輪
二
八
六
九
の
一
、
二
八
七
〇
、
二
八
七

九
、
二
八
八
〇
の
一
、
二
八
八
四
の
一
、
釿
切
お
し
ケ
浴
二
八
七
一
、
二
八
七
二
の
一
、
二
八
七
三

の
二
、
二
八
七
三
の
三
、
二
八
七
四
の
一
、
二
八
七
四
の
二
、
二
八
七
五
の
一
、
二
八
七
五
の
二
、

字
釿
切
檜
皮
ノ
浴
二
八
八
二
の
六
、
大
字
須
佐
字
赤
松
八
〇
八
の
三
、
五
四
四
五
、
五
四
四
六
の

二
、
字
後
迫
八
〇
九
の
一
、
八
一
〇
か
ら
八
一
五
ま
で
、
字
石
田
八
二
八
の
二
、
字
白
口
八
三
一
、

八
三
三
、
八
三
五
、
八
三
六
、
五
四
二
八
か
ら
五
四
三
一
ま
で
、
字
矢
槇
八
三
七
か
ら
八
四
〇
ま

で
、
八
四
八
、
八
四
九
、
字
油
ケ
浴
八
四
一
、
字
上
山
八
四
三
、
字
西
岩
ケ
垰
八
四
四
、
八
五
〇
か

ら
八
五
二
ま
で
、
八
五
五
、
字
西
松
ケ
垰
八
四
五
、
八
四
五
の
一
か
ら
八
四
五
の
三
ま
で
、
八
四

六
、
字
田
山
成
九
一
〇
、
字
船
ケ
坪
三
九
二
二
、
五
四
一
四
、
五
四
一
八
、
五
四
二
二
、
五
四
二

三
、
五
四
二
五
の
二

阿
武
郡
阿
武
町
大
字
奈
古
字
遠
岳
一
〇
一
四
〇
の
二
、
一
〇
一
四
〇
の
三
二
、
一
〇
一
四
〇
の
一

二
九
、
一
〇
一
四
〇
の
一
三
〇
、
字
芝
ケ
迫
一
〇
一
六
一
の
一
か
ら
一
〇
一
六
一
の
三
ま
で
、
一
〇

一
六
三
、
一
〇
一
六
六
の
一
、
一
〇
一
六
六
の
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
並
び
に
関

係
市
役
所
及
び
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

公

告

（
二
一
二
）
平
成
二
十
九
年
度
山
口
県
補
正
予
算
の
要
領
の
公
表

平
成
二
十
九
年
六
月
山
口
県
議
会
定
例
会
で
議
決
さ
れ
た
平
成
二
十
九
年
度
山
口
県
補
正
予
算
の
要

領
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

平
成
29年
度
山
口
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
⚑
号
）

平
成
29年
度
山
口
県
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
⚑
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
⚑
条
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
20,000千

円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算

の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
680,908,641千

円
と
す
る
。

⚒
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出

予
算
の
金
額
は
、
「
第
１
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

（
債
務
負
担
行
為
の
補
正
）

第
⚒
条
債
務
負
担
行
為
の
変
更
は
、
「
第
⚒
表
債
務
負
担
行
為
補
正
」
に
よ
る
。

第
１
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正

（
単
位
千
円
）

歳
入

款
項

補
正
額

補
正
前
の
額

計
⚙
国
庫
支
出
金

20,000
79,444,725

79,464,725
⚒
国
庫
補
助
金

20,000
42,713,050

42,733,050
歳

入
合

計
20,000

680,888,641
680,908,641

歳
出

款
項

補
正
額

補
正
前
の
額

計
⚕
労

働
費

20,000
2,750,488

2,770,488
⚓
失
業
対
策
費

20,000
331,680

351,680
歳

出
合

計
20,000

680,888,641
680,908,641

第
⚒
表
債
務
負
担
行
為
補
正

変
更

二
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事
項

補
正

前
補

正
後

期
間

限
度

額
期

間
限

度
額

1
橋
り
ょ
う
補
修
事
業
の

年
度
を
越
え
る
工
事
を
一

括
契
約
す
る
こ
と
。

(県道
徳
山
下
松
線
荒
神
大

橋

) 平
成
29年
度
か
ら

平
成
30年
度
ま
で
699,825千

円
平
成
29年
度
か
ら

平
成
31年
度
ま
で
1,082,550千

円

（
二
一
三
）
契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

総
務
部
防
災
危
機
管
理
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

消
防
防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー

一
機

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
九
年
四
月
十
一
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三
井
物
産
エ
ア
ロ
ス
ペ
ー
ス
株
式
会
社

東
京
都
港
区
芝
公
園
二
丁
目
四
番
一
号

六

落
札
金
額

十
二
億
五
千
六
十
四
万
円

七

入
札
公
告
日

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
八
日

八

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

調
達
方
法

購
入

㈢

落
札
方
式

最
低
価
格

（
二
一
四
）
県
営
王
喜
東
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

王
喜
東
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
を
行
う
た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、

同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
王
喜
東
地
区
農
業
競
争
力
強
化
基
盤
整
備
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
九
年
七
月
十
九
日
か
ら
同
年
八
月
七
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

（
二
一
五
）
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
住
所
の
変
更
の
届
出

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
八
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
住
所
を
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
り
ま
し

た
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
名
称
及
び
住
所

ビ
ュ
ー
ロ
ー
ベ
リ
タ
ス
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

横
浜
市
中
区
山
下
町
一
番
地

二

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
住
所

変

更

後

変

更

前

横
浜
市
中
区
山
下
町
二
二
番
地

横
浜
市
中
区
山
下
町
一
番
地

三

変
更
年
月
日

平
成
二
十
九
年
八
月
一
日

二
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（
二
一
六
）
建
築
士
の
免
許
の
取
消
し

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
建

築
士
の
免
許
を
取
り
消
し
ま
し
た
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

氏

名

二
級
建
築
士
又
は

木
造
建
築
士
の
別

登
録
番
号

免
許
取
消
年
月
日

免
許
の
取
消
し
の
理
由

杉
田

章
三

二
級
建
築
士

第
六
一
八
四
号

平
成
二
九
、

七
、

六

死
亡

教
育
委
員
会

公

告契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

教
育
庁
教
育
政
策
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
予
定
数
量

電
気

四
千
万
九
千
九
百
二
十
三
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
三
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

中
国
電
力
株
式
会
社

広
島
市
中
区
小
町
四
番
三
三
号

六

落
札
金
額
（
予
定
使
用
電
力
量
の
対
価
に
相
当
す
る
金
額
）

六
億
三
千
八
百
五
十
六
万
八
千
三
百
七
十
九
円

七

入
札
公
告
日

平
成
二
十
九
年
四
月
七
日

八

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

調
達
方
法

購
入

㈢

落
札
方
式

最
低
価
格

平
成
二
十
九
年
七
月
十
八
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
二
十
九
年
七
月
十
八
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

四
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